
 

国の第９次職業能力開発基本計画の概要  －成長が見込まれる分野の人材育成と雇用のセーフティネットの強化― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 計画のねらい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画の期間 

  平成 23 年度から平成 27 年度の５年間 

 

１ 労働市場の現状と変化 
・尐子高齢化や産業構造の変化、グローバ

ル化等の社会経済環境の変化等を背景

に、労働力の需給両面にわたる構造的な

変化が著しく進展 

・労働力の減尐、就業構造の変化が進む
中、非正規労働者の増加や賃金格差の拡
大等様々な問題が顕在化 

 
２ 労働力の供給面の変化 
・急速な尐子高齢化による就業者数の減   

 尐 

・若年者の厳しい雇用情勢 

・フリーターの増加、ニートの高止まり 

・女性の労働力のＭ字カーブの傾向顕著 

 ・高齢者、障害者の就労意欲の高まり 

 ・非正規労働者の増加 

 
３ 労働力の需要面の変化 
 ・サービス業の雇用者の増加 

 ・医療・福祉分野等今後の成長産業での
雇用の拡大が顕著 

 ・企業の教育訓練費は伸び悩み 

 ・非正規労働者は職業能力形成機会が乏
しい者が多い 

 ・キャリアコンサルティングの導入低い 

 

 

 

 

１ 成長が見込まれる分野・ものづくり分野に
おける人材育成の推進 

 ・介護・福祉、医療等の分野等成長分野の
発展を確実にしていくための戦略的な人
材育成が必要 

 ・ものづくり分野の人材育成も依然と重要 

 ・グローバル化に対応する人材育成も重要 
 
２ 非正規労働者等に対する雇用のセーフテ
ィネットとしての能力開発の強化 

 ・非正規雇用者増加の中、労働者１人１人
の職業能力、生産性の向上が必要 

 ・雇用保険を受給できない求職者の職業能
力等を身につける仕組みの整備が必要 

 ・ジョブ・カードを職業能力開発のツール 
 
３ 教育訓練と連携した職業能力の評価シス
テムの整備 

 ・能力本位の労働市場の形成に資するため、

教育訓練と結びついた職業能力評価システ

ムの整備が必要 
 
４ 我が国全体の職業能力開発のプロデュー
ス機能（総合調整機能）の強化 

 ・国は、我が国全体の職業能力開発について

のビジョンを策定し、インフラ整備を行うプ

ロデュース機能（総合調整機能）を戦略的に

強化することが必要 

 

 

 

 

【現状認識】 

○産業構造の変化、製造業・建設業の雇用縮

小の一方、介護・福祉、医療等成長が見込

まれる産業での雇用拡大、女性・高齢者の

就業増加など国内労働市場の環境が変化 

中国、東南アジア諸国の成長は、企業戦略

の選択肢を増やす一方、国際競争力は激化 

 

○人口減尐社会において、職業能力形成機会

が乏しい非正規労働者が高まる中、活力あ

る経済社会の構築には、若年者、女性、高

齢者、障害者も含め、一人一人の能力を高

め、生産性を向上させることが不可欠 

 

 

 

 

 

第１部 総 説 

【課題】 
○成長が見込まれる分野の人材育成や、我が
国の基幹産業であり国際競争力を有するも
のづくり分野の人材育成が喫緊の課題 

○雇用のセーフティネットの一環として、雇
用保険を受給できない者への求職者支援制
度の創設や教育訓練と連携した職業能力評
価システムの整備が必要 

 

 

第２部 職業能力開発をめぐる 
経済社会の現状 

第３部 職業能力開発の実施目標 

第４部 職業能力開発の基本的施策 

１ 成長が見込まれる分野・ものづくり分野における人

材育成の推進 

(1)成長が見込まれる分野の人材育成 

①介護・福祉、医療、子育て、情報通信、環境等の分

野において必要とされる人材育成の推進 

  ②人材ニーズの把握、訓練カリキュラムや指導技法の

研究開発 

  ③民間教育訓練機関の更なる活用 

  ④大学等教育機関との連携強化 

(2)ものづくり分野における職業訓練の推進 

  ①国は、先導的な職業訓練を含め高度な職業訓練を、

都道府県は地域産業の人材ニーズに密着した基礎

的な技術・技能を習得させる訓練を実施 

  ②環境、エネルギー分野等の新しい分野の訓練の拡充 

 

 

 
２ 非正規労働者等に対する雇用のセーフティネット

としての能力開発の強化 

(1)雇用のセーフティネットとしての職業訓練の役割と

機能強化 

  ①中央と地方の協議会を活用して、職業訓練を実施す

る分野や規模等に関する年度計画の策定 

  ②離職者に対する公共職業訓練の実施 

(2)第２のセーフティネットの創設 

   雇用保険を受給できない求職者に対する第２のセ

ーフティネットとして職業訓練及び給付を行う「求職

者支援制度」を恒久制度として創設 

(3)ジョブ・カード制度の普及促進 

  ①ジョブ・カードを職業能力開発施策の基本ツールと

して活用 

  ②国が中心となった関係機関による緊密な連携・協力

体制の枠組みの下での普及・促進 

③求職者支援制度においても活用 

 

 

 

  
３ 教育訓練と連携した職業能力評価システムの整備 

  ①職業能力評価と職業訓練を体系的に結びつけた「実

践キャリア・アップ戦略（キャリア段位制度）の構

築 

 ②職業能力評価基準の普及・促進 

 ③技能検定制度が社会的ニーズにあったものとなる

よう見直し 

 

  

４ 職業生涯を通じたキャリア形成支援の一層の推進 

(1)個人の主体的な能力開発の支援 

就職・転職時等必要なときにキャリア・コンサルテ

ィングを受けられる環境の整備 

(2)企業による労働者の能力開発の支援 

   キャリア形成促進助成金等の効果的な活用 

 (3)キャリア教育の推進 

    教育施策と密接に連携した職業能力開発施策の展  

   開 

５ 技能の振興 

①各種技能競技大会の実施等による技能の重要性の

啓発 

②技能者との交流等による若年者への技能の魅力の

紹介 

６ 特別な支援を必要とする者に対する職業能力開発

の推進 

長期失業者、学卒未就職者、ニート等の若年者、母

子家庭の母、障害者等に対する能力開発 

７ 職業能力開発分野の国際連携・協力の推進 

①開発途上国への訓練指導員の派遣等による職業訓

練の実施の支援 

②開発途上国における日本型技能評価システム構築

の支援 

③新たな技能実習制度の適切な実施 

８ 我が国全体の職業能力開発のプロデュース機能（総

合調整機能）の強化 

(1)職業能力開発のビジョン・訓練計画の策定 

①我が国全体の職業能力開発の方向性を定める中長

期的なビジョンの提示 

②国及び地域単位の協議機関を通じた訓練計画の策            

 定 

(2)職業訓練のインフラの構築 

① 訓練カリキュラム、指導技法等の開発、普及 

② 訓練に係る情報の提供、品質の確保 

③ 訓練指導員等の育成・確保 

④ 職業能力の評価システムの整備 

⑤ 職業訓練の実施体制の整備 

【今後の方向性】 
○これらの取組みを効果的に推進するため、
国、自治体等が適切に役割分担し、企業や地
域のニーズを踏まえた職業訓練が必要 

国は、我が国全体の職業能力開発について
のビジョンを策定し、インフラ整備を行うプ
ロデュース機能（総合調整機能）を戦略的に
強化することが必要 

 

 

参考資料４ 


